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Abstract: 我々は，高齢ドライバの運転支援を目的としたドライバエージェントの開発を行って

いる．本研究では，ドライバエージェントを公道走行で使用してもらい，その機能に対する評価

を検討した．エージェントを体験する公道走行は日常生活での運転場面とし，実験の期間は 4 週

間で，評価は各週最終日に 1 度とした．実験協力者は日常的な運転習慣のある 2 名とした．評価

対象は運転支援及び振り返り機能についてで，尺度評定法による評価と自由記述の内容につい

て検討した．その結果，運転支援及び振り返りの機能評価について，尺度評定法による主観評価

の結果，4 週間の継続利用に伴い評価が低下する傾向が見られた．また，運転支援及び振り返り

の機能に対する自由記述の内容から，運転支援機能が発生する頻度の増加や，振り返り機能の評

価場面の分かりやすさや評価の納得性の向上が必要であることが示された． 

 

1. はじめに 

国内の総人口に占める高齢者の割合は，2007 年に

21.5％となり， 2019 年には 28.4％となっている[1,2]．

総人口に占める高齢者の割合が 21％以上となると

超高齢社会とみなされることから，国内の超高齢社

会という状況はより深刻化しているといえる．この

様な社会情勢の中で，道路交通場面に於いても，高

齢者に関する課題が指摘されている[3]．例えば，交

通事故による全体の死者数は減少しているものの，

高齢者の死者数が占める割合は増加している．また，

高齢者の自動車乗車中の事故死者数は，増加傾向で

ある．超高齢社会が進行する状況に於いて，高齢者

の交通事故対策は，社会的に重要な課題といえる． 

これまでに我々は，高齢者の認知機能及び視機能

と事故発生の関係を明らかにする為に，ドライビン

グシミュレータ（以下，DS）による一時停止交差点

通過実験を行い，認知機能及び視機能と衝突率の相

関関係を明らかにしている[4]．更に，高齢ドライバ

の運転能力に対する自己認識の高評価群と低評価群

の比較から，低評価群は生体機能が低下しても衝突

率は高くならないことを示した．この結果は，低評

価群は「自己の運転能力は低い」と認知することで，

より安全な運転行動で低下した能力を補償している

と考えられる．このことから，高齢ドライバの運転

行動・運転能力の自己認識を促すことで，より安全

な運転行動への変容する可能性が示唆される． 

2. 運転行動改善を促すエージェン

トの開発研究 

我々は，高齢ドライバ自身の運転行動・運転能力

に対する認識を高め，より安全な運転行動に改善し

ていく方策を検討している．そして，高齢ドライバ

の運転行動の改善によって，高齢ドライバの運転に

対する支援が必要ない段階に到達することを目標と

している． 

2.1. 運転指導に関する調査[3] 

自動車教習所の指導員による高齢ドライバ指導記

録収集及び高齢者へのヒアリング調査から，高齢ド

ライバは「障害物や危険予測に関連する情報提供（駐

車車両や歩行者について等）への抵抗感は少ない」

「運転行動に関連する指摘（速度超過等の指摘や，
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「右に寄った方が良い」等の指示）には抵抗を感じ

る」ことを明らかにしている．また，高齢ドライバ

の特性として，「運転中に指導された内容は，運転後

には覚えていない」「配偶者や子供，友人からの運転

に関するアドバイスは受容性が低く，自動車やロボ

ット等の人工物からのアドバイスをより受け入れる」

ことも明らかにしている．このことから，ロボット

等の利用によって，高齢ドライバの運転行動に対す

る指摘によって発生する抵抗感や不快感を軽減させ

る可能性が指摘される． 

2.2. エージェントの形態別の受容性 

高齢ドライバの運転行動に対する自己認識を高め

る為のシステムとして，我々はドライバエージェン

トの開発を行っている．エージェントによって運転

行動に対する客観的な指摘を行うことで，高齢ドラ

イバの運転に対する自己認識を高め，より安全な運

転行動に改善していくことが期待される． 

ドライバエージェントの形態としては，カーナビ

の様な音声，情報提示画面に表示した映像，そして

ロボットの 3 つが想定される．運転支援に関する先

行研究では，音声の支援によって，運転行動改善が

認められると共に，支援に対する煩わしさを感じる

ことが指摘されている[5]．運転行動改善を目的とし

たエージェントの利用が期待されるものの，エージ

ェントに対する煩わしさ等は普及の妨げになる為，

エージェントの受容性の向上は重要な課題といえる．

そこで，我々は，音声・映像・ロボット形態のエー

ジェントに対する評価を比較して，より受容性の高

いエージェント形態について検討した．その結果，

高齢層と非高齢層共に，ロボット形態のエージェン

トの受容性が高いことを明らかにした[6]． 

2.3. エージェントによる運転行動改善 

高齢ドライバへの安全運転教育に関する研究では，

自分自身の運転を客観的に振り返ることで，不安全

な運転行動が抑制されることが示唆されている[7]．

特に，映像記録を利用した振り返りをすることで，

より効果が高くなることが指摘されている．我々が

開発しているドライバエージェントも，映像記録に

よる振り返り機能を有している． 

エージェントによる運転行動改善の効果を検討す

る為に，我々は高齢層及び非高齢層を対象とし実験

を行った．この実験では，受容性の高いロボット形

態のエージェントによるリアルタイムの運転支援及

び映像記録の振り返り機能の運転行動改善の効果を

比較した．その結果，運転支援とフィードバックを

併用することで，運転行動改善の効果が高まること

が示された[8]．また，高齢層では振り返り機能で運

転行動の改善がより見られ，非高齢層では運転支援

機能で運転行動の改善がより見られた[9]． 

2.4. エージェントの機能に対する評価 

ドライバエージェントの受容性評価に関しては，

形態別の比較からロボット形態の評価が高いことを

示している[8]．また，DS 走行で体験した運転支援と

返り機能別の受容性評価について，受容性評価と自

由記述の内容から，高齢層の「振り返り機能」に対

する高い受容性評価と「自分自身の運転を映像記録

で客観的に見たい」という要望が明らかになってい

る[10]．しかしながら，運転支援及び振り返りの機能

自体の評価についての検討は十分になされていない． 

そこで本研究では，ドライバエージェントの運転

支援と振り返り機能に対する主観評価及び自由記述

の内容に関して検討する． 

3. 実験：日常場面での継続利用 

日常場面でのドライバエージェント利用による運

転支援及び振り返り機能の評価について検討する為，

実験協力者の自家用車にエージェントシステムとロ

ボットを搭載して自動車運転をしてもらった（図 1

参照）．実験協力者は，体験したエージェントの運転

支援及び振り返り機能に対して質問紙による主観評

価を行った．実験協力者の自家用車にドライバエー

ジェントを搭載する期間は，4 週間とした． 

本実験は，名古屋大学未来社会創造機構の倫理審

査委員会の承認を得て実施した． 

3.1. 仮説 

先行研究では，短時間（2 時間程度）のドライバエ

ージェント体験を隔週で 3 回してもらい受容性評価

の変化について検討している．その結果，エージェ

ントに対する受容性評価は，良好な評価が維持して

いた[6,9]．このことから，運転支援及び振り返り機

 

図 1. 日常場面でのエージェント使用のイメージ 
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ドライバエージェント
（ロボット）



能に対する評価についても，良好な評価が維持する

と考えられる． 

3.2. 実験協力者 

実験協力者は，普通自動車運転免許を保有し，日

常的に運転を行っている 2 名である（表 1 参照）． 

実験期間中の運転に関しては，頻度や距離，走行

場所等に関する指示はせず，日常生活の中で通常通

りの自動車利用をするように教示した． 

3.3. ドライバエージェント 

実験協力者の自家用車に搭載したエージェントシ

ステムは，ロボット（SHARP 製 RoBoHoN），回転台，

スマートフォンで構成されている． 

スマートフォンは，カメラで撮影した前方の映像

記録，加速度センサ，GPS（車速や地図情報）等の機

能を利用する．スマートフォンで取得した加速度や

GPS 情報は，エージェント専用のアプリケーション

によってクラウドにアップロードされ，クラウドに

て運転支援モデルを適用し，エージェントの運転支

援内容を選択する．また，エージェント専用のアプ

リケーションは，回転台の動作，ロボットの発話等

も制御する． 

エージェントシステムの設置位置については，ス

マートフォンはフロントガラスの左上側（前方の撮

影が必要な為），ロボットと回転台はダッシュボード

中央からやや助手席よりの位置にそれぞれ固定した．

設置に関しては，運転行動の邪魔にならない位置で

あること，運転中に脱落等ないように十分に考慮し

て実験を実施した． 

なお，ロボットの顔がドライバに向いている場合，

ドライバが注視してしまうことが危惧される[11]．

その為，走行中は，ロボットの顔は前方を向くよう

に設定した． 

3.3.1. 運転支援の内容 

エージェントによる運転支援は，一時停止交差点

への接近を通知する注意喚起（例：一時停止があり

ます），住宅路走行時の走行車速への注意喚起（例：

何キロぐらいが安全かなぁ），一般道走行時の法定速

度超過への注意喚起（例：安全な速度で行きましょ

う）等である．更に，安全確認行動示唆（回転台の

動作によって，ロボットが左右確認するような動き

をする），急加減速発生の示唆（例：ロボットが「う

わっ！」「おっと！」と発話）等の動作もする． 

運転支援が発生する場面では，クラウドに送られ

た運転行動の記録を運転支援モデルに適応して，運

転評価がなされる．運転評価の項目としては，一時

停止交差点通過評価（安全確認時間等から算出，通

過毎に 1～5 評価），走行速度評価（車速から算出，

超過発生時に 1～2 評価），急加減速評価（加速度セ

ンサ・車速から算出，検知時に 1～2 評価）等であ

る．これらの運転評価の結果は，運転後に評価場面

としてスマートフォンアプリにてドライバに提示し

た．なお，ドライバには，運転行動の振り返りとし

て，評価場面を毎回確認するよう教示した． 

3.3.2. 振り返り機能の内容 

走行中に運転支援が発生する場面では，クラウド

に走行記録が送られ，運転評価がなされる．運転評

価の結果は，走行事に良い/悪い評価場面を複数選択

し，評価とアドバイス及び地図上の位置をリストと

してドライバに提示する．運転評価のリストからド

ライバが任意の場面を選択すると，記録された走行

映像の中から，評価発生時刻前後 5 秒の映像記録を

再生し，ロボットがアドバイスを読み上げる．また，

ドライバの振り返り実施状況把握の為，運転評価リ

ストの既読管理も行う． 

3.4. 質問紙調査 

3.4.1. 尺度評定法による機能評価 

エージェントの運転支援及び振り返りの機能に対

する評価は，尺度評定法によって心理量を測定した．

心理量の測定は，実験協力者が質問紙調査に回答す

る形式とした． 

運転支援の機能評価は，エージェントの注意喚起

に関して「分かりやすかった」「運転に役立った」「日

常の運転でも使いたい」「運転の邪魔になった」の項

目で，運転へのアドバイスに関して「分かりやすか

った」「運転に役立った」「日常の運転でも使いたい」

「運転の邪魔になった」の項目で，注意喚起及びア

ドバイスに関して「納得できる」「継続して使いたい」

「前回の注意喚起・アドバイスについて，気をつけ

て運転した」の項目である．なお，今回の実験では

エージェントによるアドバイス（例：速度を落とし

て下さい，もう少し右に寄って下さい）は体験でき

表 1. 実験協力者 

 

実験協力者 年齢 性別
4週間の

走行距離

A 43 女性 352.7 km

B 57 女性 327.0 km



なかった為，参考データとした． 

振り返りの機能評価は，運転直後のエージェント

の発言について「場面の振り返りをしたいと思った」

「言ってもらった方が良い」の項目で，運転場面の

振り返り映像は「分かりやすかった」「運転に役立つ

と思う」「指摘された内容は，納得できる」の項目で，

「前回指摘された内容について，気をつけて運転し

た」及び「振り返りで指摘された内容は，日常の運

転でも気をつけて運転したい」の項目，運転場面の

振り返り映像に関して「日常の運転でも使いたい」

「継続して使いたい」の項目である．なお，今回の

実験では，走行直後のエージェントの発話（例：運

転評価の結果，良かった場面が 1 つ，悪かった場面

が 2 つあります）は体験できなかった為，参考デー

タとした． 

また，各項目の評価尺度は 7 段階（7 点：よく当

てはまる，6 点：当てはまる，5 点：やや当てはまる，

4 点：どちらともいえない，3 点：あまり当てはまら

ない，2 点：当てはまらない，1 点：全く当てはまら

ない）とし，運転支援の否定的な評価項目（邪魔に

なった）は集計で反転させた． 

質問紙の回答は，4 週間の実験期間中に 4 回（各

週の最終日に回答）とした． 

3.4.2. 自由記述での評価 

質問紙調査では，質的評価として記述による評価

も収集した．評価内容は，エージェントの運転支援

及び振り返りの機能に対して，実験協力者に自由に

記述してもらうことで収集した． 

4. 結果 

4.1. 運転支援及び振り返り機能の体験 

実験期間中，実験協力者は運転支援及び振り返り

機能を各週で複数回体験した． 

運転評価の結果については，実験協力者 A は 5 点

満点中 1 点の評価が 57%を占めていた．また，実験

協力者 Bは 1 点の評価が 36％を占めていた． 

 

 

図 2. 運転支援の機能評価 

 

図 3. 振り返りの機能評価 
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4.2. 尺度評定法による機能評価の結果 

運転支援の機能評価の結果を図 2 に示す．図 2 か

ら，実験協力者 A の評価は経過に伴って評価が低下

する項目が多く見られた．しかしながら，実際に体

験できなかったアドバイス機能に対しては，評価が

向上する傾向が見られた．実験協力者 Bの運転支援

の機能評価については，比較的低い評価で，実験期

間中には評価の変化はあまり見られなかった．しか

しながら，注意喚起やアドバイスに対する「邪魔で

はない」と「注意喚起・アドバイスについて気をつ

けて運転した」の評価では，「やや当てはまる」とい

う評価が持続していた． 

振り返りの機能評価の結果を図 3 に示す．図 3 か

ら，実験協力者 A は全体的に高い評価であった．ま

た，「振り返り映像の分かりやすさ」「指摘内容につ

いて気をつけて運転した」の項目では実験期間中に

評価結果が向上した．しかしながら，多くの項目で

2 週目の評価が向上したものの，3 週目では評価が元

の値に戻っていた．実験協力者 Bの振り返りの機能

評価の結果は，やや高い評価の傾向であったが，2 週

目 3 週目で評価が低下する項目が多く見られた． 

4.3. 自由記述での評価結果 

運転支援及び振り返り機能に対する自由記述の内

容を表 2 に示す．運転支援の機能に対する記述とし

ては，運転支援（ロボットの発言）が少ないと感じ

る内容が共通して挙げられている． 

振り返りの機能に対する記述としては，アプリケ

ーションの不具合を指摘する内容や，振り返り場面

が分かりにくい点，運転評価の納得性に関する内容

が挙げられている． 

5. 考察 

ドライバエージェントの運転支援及び振り返りの

機能評価の結果，「どちらでもない」よりも低い評価

が見られたことから，良好な評価が持続するという

仮説は支持されなかった．この結果は，運転支援に

関する自由記述から「十分に機能を体験できなかっ

た」と実験協力者が感じていたことが影響したと考

表 2. 運転支援及び振り返り機能に対する自由記述 

 

実験

協力者
週目 運転支援 振り返り

1週目
通勤等で利用する際は同じタイミングで同じアナウンスが流れる様に感じ、そこ

は少し余分と感じた。
運転直後に「お疲れ様でした」以外言われたことがない。

2週目
もう少したくさんアドバイスしてくれてもいい。

話す回数が少なくてちゃんと動作しているか不安になることがある。

運転後すぐに動画を確認しないと、いつのどこの運転のことを言われているの

か、その時の自分の状態が思い出せず次に活かしにくい様に思われた（直ぐに確

認すればよいのですが）。

3週目

エージェントが時々「わわっ」と言ってくれるが、それが何もない平坦な道路を

走行中だったりすることが多く、逆に「今、何があったのか？！」と焦ることが

ある。

同一場面で複数の振り返りアドバイスがあるので、とまどうこともあった。

よく通る道に関して同様の「良かった点」のアドバイスは回数を減らしても良い

と感じた。

4週目 もっとしゃべって欲しい。

毎日のように車を運転する人にとっては、動画を毎日確認する作業は少し継続が

難しいと感じた。

動画を何度確認しても「未読場面」に残るものがあった。

1週目 エージェントは、ほとんど運転中には話さなかった。

一時停止が3秒というルールをすっかり忘れていた（2秒とまちがえて認識してい

た）が、振り返りによって3秒ルールを思い出した。

同じ場面で、重複して指摘されていることがある。

2週目

振り返りとして確認は出来るが、後から伝えられても「どのスピードを急発進と

みなされたのか」「どの瞬間の何がダメだったのか」の記憶が結びつかず漠然と

した評価を聞かされている感が否めかった。

「ピピッ」 という音だけでも鳴れば、「あの時の音が、コレだったんだな」と納

得できると思う。

ロボホンとスマホの連動が上手く出来なかった事もあり、直接のコメントや動画

で振り返りが出来なかったことが非常に残念だった。

3週目 走行中は、「ここは何キロ制限かな？」と１～２回言ってくれただけでした。

パーキングから道路に乗り入れる時は、どうしても勾配差がありアクセルの踏み

込みが必要となる。

その踏み込みで、前回・前々回と大きな加速と判定されてしまった点は、ちょっ

と残念。

4週目 「ここは何キロ制限かな？」しか聞けなかった（それも１～２回）。

一時停止も以前よりかなり意識できるようになった。

しかし、動画で振り返ると、左右からの車の通行がある為、たまたまじっくり止

まっていただけな時でも、Lv5の高評価だった。その反面、何故Lv1の低評価か分

からない場面（停止線よりわずかにはみ出していたから？）もあった。

A

B



えられる．また，振り返りに対する自由記述から「振

り返り映像の場面の分かりにくさ」「運転評価の納得

性」が影響したと考えられる． 

このことから，ドライバエージェントを日常場面

での継続利用を実現する為の課題としては，「運転支

援が発生する頻度の見直し」，振り返り機能に関する

「場面の分かりやすさ」「運転評価の納得性」の向上

が必要であるといえる． 

6. おわりに 

本研究では，ドライバエージェントを公道走行で

使用してもらい，その機能に対する評価を検討した．

その結果，運転支援及び振り返りの機能評価につい

て，尺度評定法による主観的な機能評価の結果，4 週

間の継続利用に伴い評価が低下する傾向が見られた． 

また，運転支援及び振り返りの機能に対する自由

記述の内容から，運転支援機能が発生する頻度の増

加や，振り返り機能の評価場面の分かりやすさや評

価の納得性の向上が必要であることが示された． 
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